
育児・介護休業法のあらまし
～令和４年４月１日、10 月１日、令和５年４月１日施行対応～

～沖縄県社会福祉士会～



背景
我が国においては少子化が進行し人口減少時代を迎え、少子化の急速な進行は、労働力人口の
減少、地域社会の活力低下など、社会経済に深刻な影響を与えます。一方で、子どもを生み育て、
家庭生活を豊かに過ごしたいと願う人々は男女ともに多いにもかかわらず、こうした人々の希望
が実現しにくい状況がみられます。

持続可能で安心できる社会を作るためには、希望に応じて「就労」と「結婚・出産・子育て」、ある
いは「就労」と「介護」を両立できるようにすることが重要です。一人ひとりの生き方や子育て期、
中高年期といった人生の各段階に応じて男女ともに多様な働き方の選択を可能とする社会とす
ることが、人々の希望の実現となるとともに、企業や社会全体の明日への投資であり、活力の維
持につながります。

このためには、全ての労働者を対象に長時間労働の抑制等仕事と生活の調和策を進めていくと
ともに、特に、子育てや介護など家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の労働者につい
て仕事と家庭の両立支援を進めていくことが重要です。

仕事と家庭の両立しやすい職場づくりは、企業にとっても優秀な人材の確保・育成・定着につな
がるなどのメリットがあるものです。法の趣旨・内容をご理解いただき、使用者と労働者の皆様
で話し合って、職場における仕事と家庭の両立のための制度とその制度を利用しやすい環境づ
くりを進めていただきますようお願いします。





改正育児・介護休業法のポイント
（施行期日：令和４年４月１日、令和４年10 月１日、令和５年４月１日）



１ 雇用環境整備及び個別周知・意向確認の措置

（１）育児休業を取得しやすい雇用環境整備

育児休業及び産後パパ育休（出生時育児休業）の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のい
ずれかの措置を講じなければならない

①育児休業・産後パパ育休に係る研修の実施

②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休に関する制度及び育児休業取得促進に関する方針の周知

（２）妊娠・出産等を申し出た労働者への個別周知・意向確認の措置

本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主から個別に育児休業制度等の周知及び休
業の取得意向の確認を行わなければならない。

※(1)(2)とも、産後パパ育休については、令和４年10 月１日から対象

令和４年４月１日から





２有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和４年４月１日から



３産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
４育児休業の分割取得

令和４年１０月１日から



上記以外の育児休業の改正

１歳以降に育児休業を延長する場合の休業開始日の柔軟
化により、１歳６か月（２歳）までの間で、夫婦交替で休業す
ることもできるようになる。（※現行は、１歳到達日（１歳６
か月到達日）の翌日を休業開始日とする必要があるため、
交替できるのは１歳又は１歳６か月時点のみ。）

１歳６か月、２歳までの育児休業においても、特別な事情が
ある場合は再取得できるようになる。





５育児休業等の取得状況の公表【大企業対象】

常時雇用する労働者数が1,000 人超の事業主

は、毎年少なくとも１回、男性の育児休業等の
取得状況を公表しなければならない。

令和４年４月１日から



これまでの改正事項



育児休業等に関するハラスメントの防止対策の強化

①職場における育児休業等に関するハラスメントに つ
いて、労働者が事業主に対して相談を行ったこと等を理
由とする事業主による不利益取扱いの禁止を規定

②職場における育児休業等に関する言動に起因する問
題に関する国、事業主及び労働者の責務を規定

（施行期日：令和２年６月１日）



「子の看護休暇」「介護休暇」が時間単位で取得可能
（施行期日：令和３年１月１日）



全体イメージ（育児関係）



全体イメージ（介護関係）



育児介護休業の詳細を
知りたい方はコチラを
ご確認ください。
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